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基金を活用し5年間集
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10 つ　市　議　会　だ　よ　り

高茶屋市民センター南
側市有地の議論を　　

▲高茶屋市民センターと手前に

　広がる6,500㎡の貴重な市有地

▲今後のスポーツ振興に向けて

　具体的な計画の策定を

問　市民センター南側の市有地

6,500㎡をどう使う考えだったか。

　令和3年11月8日の全員協議会

の説明では、事業者、地域、保

護者に十分説明し、理解を得た

上で、その後の経緯が議会に報

告されるものと考えていたが、

この理解は正しいか。また、入

札参加資格者に対する参加意向

調査はいつ行う考えか。

　新規整備に突き進まず、一度

立ち止まって議論をすべきでは。

答　南側の残地は、当初、子ど

もたちの遊びの広場や地域のイ

ベント等多目的な広場として利

用していく方針であった。

　全員協議会での説明後、こど

も園整備について、自治会、保

護者、津市私立幼稚園・認定こ

ども園協会および津私立保育園

協議会に説明を行い、自治会に

は現在も継続して説明を行って

いる。参加意向調査については

11月22日に提出を依頼している。

意見がある事業者がいる一方で、

新規にしたいという事業者もい

る。全部の事業者に市の考えを

納得してもらうことは難しいか

もしれないが、現時点で特に変

更点はないので、議会に対して

もう一度説明する考えはない。

●その他の質疑・質問●

○津市公正公平な市政の確保に

関する条例の制定について

○市道津駅見当山線と市道一身

田長岡線の交差点について

○令和版営農会議の2年間の成

果と見えてきた課題について

○4カ所の市民センターの運営

体制（館長・運営委員会・市民

部の役割分担）について、地域

団体を指定管理者とする場合の

留意事項について　　　　など

問　インフラ整備や、選手やチ

ームの強化、多様なスポーツに

触れる機会の増加など、国体に

はさまざまなメリットがある。

　国体が中止となり、先の補正

予算でスポーツ振興基金を設置

することが決まったが、この基

金をどのように活用し、今後の

スポーツ振興を進めていくのか、

大枠の考え方を伺う。また、ス

ポーツ振興の具体的な計画を作

るべきだと考えるが、どうか。

答　2億5,000万円のスポーツ振

興基金を活用し、来年度から5

年間、集中的にスポーツ振興に

取り組む。市内スポーツ団体な

ど関係者の皆さまから伺ったご

意見を踏まえ、「競技団体の活

動を支える」「パラスポーツの

活動を支える」「日常のスポー

ツライフを支える」の3つの柱

を立て、令和4年度当初予算に

盛り込む準備をしている。

　また、現在、国体後のスポー

ツ施設整備計画の策定に向けて、

津市スポーツ推進審議会に諮問

しているところであり、加えて

基金の活用を踏まえたスポーツ

振興策についても議論いただき、

事業展開の方向性を決めていく。

　  ●その他の質疑・質問●

○自治体ＤＸについて
 ● テレワーク推進について

 ● データセンターの安全性は

 ● マイナンバーカード普及後の

津市としてのビジョンは

 ● ＩＣＴを活用する組織と計画

の整備を

○産後うつ対策について

○子どもの水難事故対策として

ライフジャケット活用を　など
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